
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

一八九三年フランス刑法典改正委員会草案

フランス刑事立法研究会

徳永, 元
九州大学大学院法学研究院 : 助教

https://doi.org/10.15017/1916276

出版情報：法政研究. 84 (4), pp.85-108, 2018-03-15. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



一
八
九
三
年
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
改
正
委
員
会
草
案

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
（
訳
）

は
し
が
き

刑
法
典
改
正
委
員
会
草
案

は
し
が
き

一
本

稿

が

紹

介

す

る

の

は
、
一

八

九

三

年

に
、R

e
v
u
e

p
en
iten

tia
ire

（
刑
務
所
雑
誌
）
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン

ス
刑
法
典
総
則
の
改
正
草
案
で
あ
る１

）。

本
草
案
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
現
行
刑
法
典
の
成
立
過
程
に
お

い
て
、
一
八
九
二
年
に
設
置
さ
れ
た
「
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
」
の

審
議
に
て
参
照
さ
れ
た
こ
と
が
、

刑
法
草
案
総
則

各
国
刑
法
参

照
」
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る２

）。
と
り
わ
け
、
刑
の
執
行
猶
予
制

度
に
つ
い
て
は
、

刑
ノ
執
行
猶
予
ニ
関
ス
ル
法
律
」
の
成
立
に
お

い
て
本
草
案
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る３

）。

現
行
刑

法
成
立
過
程
に
お
け
る
審
査
委
員
会
の
改
正
作
業
は
、
き
わ
め
て
重

要
な
意
味
を
も
つ４

）」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
際
に
参
照

さ
れ
た
本
草
案
は
、
少
な
か
ら
ず
資
料
的
価
値
を
持
つ
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

本
草
案
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
文
献
が
確
認
で
き
た
。
ま
ず
、
草

案
が
収
録
さ
れ
た
雑
誌
に
お
い
て
こ
れ
に
先
立
ち
掲
載
さ
れ
て
い
る
、

L
E
 
P
O
IT
T
E
V
IN

（
パ
リ
大
学
教
授
）
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
が
あ
る５

）。

ま
た
、C

H
A
M
P
C
O
M
M
U
N
A
L

（
法
学
博
士
、
肩
書
は
刑
務
所

一
般
協
会
比
較
立
法
協
会
お
よ
び
国
際
刑
事
学
協
会
会
員
と
な
っ
て

い
る
）
に
よ
る
包
括
的
な
分
析
が
あ
る６

）。
最
後
に
、
ス
イ
ス
刑
法
雑

誌
に
掲
載
の
、G

A
U
T
IE
R

（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
教
授
）
に
よ
る
、

本
草
案
と
、
同
年
に
公
表
さ
れ
た
ス
イ
ス
刑
法
典
準
備
草
案
（
い
わ

ゆ
る
シ
ュ
ト
ー
ス
草
案
）
と
を
比
較
し
た
論
稿
が
あ
る７

）。

二
本
草
案
を
作
成
し
た
刑
法
典
改
正
委
員
会
は
、
一
八
八
七
年
三
月

二
六
日
の
「
刑
事
立
法
の
改
正
の
準
備
を
担
当
す
る
委
員
会
を
創
設

す
る
デ
ク
レ
」
に
よ
り
設
立
さ
れ
た８

）。
委
員
会
は
、
議
長
を
司
法
大

臣
、
副
議
長
を
元
老
院
議
員
・
元
司
法
大
臣H

U
B
E
R
T

お
よ
び
国

民
議
会
議
員R

IB
O
T

と
す
る
一
九
名
の
委
員
か
ら
な
り
、
さ
ら
に
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三
名
の
秘
書
官
が
配
置
さ
れ
た
。
な
お
、
委
員
会
の
構
成
員
は
国
会

議
員
と
実
務
家
が
大
半
を
占
め
、
大
学
教
授
の
肩
書
で
参
加
し
た
の

はJu
les L

É
V
E
IL
L
É

（
パ
リ
大
学
）
とV

icto
r M

O
L
IN
IE
R

（
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
大
学
。
た
だ
し
、
こ
の
時
に
は
す
で
に
名
誉
教
授

で
あ
り
、
任
命
直
後
の
同
年
六
月
二
八
日
に
死
亡
す
る９

））
の
み
で
あ

る
。本

草
案
に
つ
い
て
は
、
秘
書
官
の
一
人
で
あ
るE

u
g
en
e
 
B
O
M
-

B
O
Y

が
、
一
八
九
二
年
七
月
一
三
日
に
報
告
を
行
っ
た
（
ま
た
は
、

報
告
書
を
提
出
し
た
）
と
さ
れ
る
も
の
の
、G

A
U
T
IE
R

に
よ
れ

ば
、
こ
の
報
告
（
書
）
は
流
通
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る10

）。
今

回
の
翻
訳
に
お
い
て
も
、
草
案
の
報
告
（
書
）
を
参
照
す
る
こ
と
は
、

残
念
な
が
ら
で
き
な
か
っ
た
。

三
次
に
、
本
草
案
の
規
定
と
関
係
す
る
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
同
時

期
の
刑
事
立
法
の
状
況
を
確
認
す
る11

）。
本
草
案
と
特
に
関
連
す
る
の

が
、
一
八
八
五
年
五
月
二
七
日
の
法
律
と
一
八
九
一
年
三
月
二
六
日

の
法
律
で
あ
る12

）。

累
犯
者
に
関
す
る
一
八
八
五
年
五
月
二
七
日
の
法
律13

）」
は
、
累

犯
対
策
と
し
て
流
刑
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た14

）。
同
法
は
、
流
刑

を
、
特
定
の
累
犯
者
（
第
四
条
）
に
つ
い
て
、
主
刑
と
同
時
に
宣
告

さ
れ
る
付
加
刑
と
し
て
定
め
た
（
第
一
〇
条
）。
こ
こ
で
は
、
原
則

と
し
て
、
主
刑
の
執
行
終
了
後
に
流
刑
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
た
（
第
一
二
条
）。
流
刑
は
無
期
で
あ
る
が
（
第
一
条
）、
釈

放
後
五
年
目
か
ら
は
、
善
行
等
を
理
由
と
し
た
刑
か
ら
の
解
放
を
、

裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
（
第
一
六
条
）。
こ
れ
に

対
し
て
、
本
草
案
は
、
一
方
で
、
流
刑
の
対
象
と
な
る
累
犯
者
を
よ

り
一
般
化
さ
せ
、
他
方
で
、
刑
期
の
途
中
か
ら
植
民
地
に
移
送
す
る

場
合
を
当
然
の
も
の
と
し
て
予
定
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
で
、
草
案

は
、
仮
釈
放
に
つ
い
て
も
流
刑
に
関
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。

刑
の
減
軽
及
び
加
重
に
関
す
る
一
八
九
一
年
三
月
二
六
日
の
法

律15
）」

通
称
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
法
）
は
、
と
り
わ
け
、
単
純
執
行
猶
予
の

導
入
と
い
う
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た16

）。
同
法
は
、
初
犯

者
（
普
通
法
上
の
重
罪
ま
た
は
軽
罪
を
以
前
に
宣
告
さ
れ
て
い
な
い

者
）
に
対
し
て
、
拘
禁
刑
ま
た
は
罰
金
の
執
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が

で
き
、
五
年
の
猶
予
期
間
内
に
、
普
通
法
上
の
重
罪
ま
た
は
軽
罪
に

つ
い
て
懲
役
ま
た
は
そ
れ
よ
り
も
重
い
刑
を
宣
告
さ
れ
な
け
れ
ば
、

有
罪
宣
告
は
無
効
（n

o
n
 
a
v
en
u
e

）
と
な
る
と
定
め
た
（
第
一
条
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
草
案
は
、
猶
予
で
き
る
刑
を
「
三
月
以
下
の
懲

役
又
は
禁
錮
刑
」
に
限
定
し
、
猶
予
期
間
を
三
年
と
し
た
上
で
、
こ

の
期
間
に
「
懲
役
又
は
禁
錮
を
受
け
う
る
新
た
な
重
罪
又
は
軽
罪
」

が
な
け
れ
ば
、

有
罪
宣
告
は
執
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
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と
定
め
た
。

こ
の
よ
う
に
、
本
草
案
は
、
累
犯
者
や
初
犯
者
に
つ
い
て
犯
罪
者

処
遇
の
あ
り
方
を
見
直
す
近
代
学
派
の
影
響
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
刑
事

司
法
へ
と
本
格
的
に
及
び
始
め
た
時
代
の
中
で
、
起
草
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

四
次
に
、
本
草
案
に
対
す
る
評
価
を
確
認
す
る
。

本
草
案
に
関
す
る
前
記
の
三
つ
の
文
献
の
う
ち
、C

H
A
M
P
-

C
O
M
M
U
N
A
L

とG
A
U
T
IE
R

が
、
そ
れ
ぞ
れ
草
案
の
全
体
に

対
す
る
評
価
を
下
し
て
い
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、

様
々
な
補
完
を

伴
う
刑
務
所
の
体
制
の
組
織
化
は
、
非
常
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ

る
」。
今
日
で
は
、
社
会
は
、
悪
行
の
処
罰
を
確
実
な
も
の
に
し
よ

う
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
被
宣
告
者
の
道
徳
的
更
生
を
準

備
し
、
こ
の
者
を
有
益
な
生
活
へ
と
立
ち
戻
ら
せ
る
こ
と
を
望
む
の

で
あ
る
。
新
規
定
は
、
社
会
の
こ
の
偉
大
な
構
想
の
実
現
を
確
約
す

る
と
い
う
観
点
か
ら
起
草
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
犯
罪
お
よ
び

犯
罪
性
に
関
す
る
法
理
論
に
つ
い
て
は
批
判
を
免
れ
な
い
。
大
胆
に

も
現
代
の
諸
理
論
ま
で
進
ま
ず
と
も
、
委
員
会
が
改
革
の
道
に
よ
り

大
き
く
踏
み
入
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る17

）。
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
と
ス
イ
ス
の
両
草
案
を
比
較
す
る
後
者
に
よ
れ
ば
、

私

は
、
ス
イ
ス
の
草
案
の
優
位
を
主
張
す
る
よ
う
に
導
か
れ
る
」。
改

正
作
業
の
方
法
と
も
関
係
す
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
委
員
会
に
は
、
保

守
主
義
的
な
風
潮
が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
草
案
は
、
実
際
の
と
こ

ろ
、
改
善
さ
れ
た
一
八
一
〇
年
刑
法
典
の
新
版
に
す
ぎ
な
い
。
形
式

に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
、
現
行
刑
法
典
を
手
本
に
し
て
お
り
、
法
典

の
法
文
と
定
義
と
を
宗
教
的
に
尊
重
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、

で
き
る
限
り
完
璧
か
つ
詳
細
で
あ
ろ
う
と
努
力
し
た
結
果
、
す
べ
て

の
こ
と
に
つ
い
て
規
定
し
、
裁
判
官
に
対
し
て
狭
く
強
行
的
な
規
則

を
書
き
記
そ
う
と
し
て
い
る18

）。
以
上
の
両
者
の
記
述
か
ら
は
、
近
代

学
派
が
本
格
的
に
台
頭
し
て
ゆ
く
当
時
に
お
い
て
、
本
草
案
が
、
な

お
古
い
伝
統
を
残
し
て
い
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
本
草
案
に
よ
る
刑
の
執
行
猶
予
制
度
の
修
正
お
よ
び
こ

れ
を
も
た
ら
し
た
思
潮
に
対
し
て
は
、
刑
の
個
別
化
の
主
張
者
と
し

て
知
ら
れ
るS

A
L
E
IL
L
E
S

も
、
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る19

）。

ま
た
、F

ra
n
z.
v
.
L
IS
Z
T

は
、『
ド
イ
ツ
お
よ
び
外
国
刑
法
の
比

較
考
察
』
に
お
い
て
、
本
草
案
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
規
定
に
対
し

て
、
次
の
よ
う
に
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
草
案

の
起
草
者
は
、
保
守
的
な
実
務
家
の
懸
念
を
顧
慮
し
、
不
慣
れ
な
制

度
に
若
干
の
制
限
を
提
案
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。

一
八
九
三

年
草
案
は
、
何
ら
新
た
な
意
義
も
な
く
終
わ
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
も

一八九三年フランス刑法典改正委員会草案（フランス刑事立法研究会（訳）)

（84-４- ）993 87



そ
も
議
会
に
提
出
さ
れ
な
か
っ
た20

）」。

以
上
よ
り
、
本
草
案
は
古
典
学
派
の
伝
統
を
少
な
か
ら
ず
維
持
し

て
お
り
、
近
代
学
派
が
台
頭
し
て
い
た
当
時
に
お
い
て
、
そ
の
評
価

は
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
実
際
、
前
述
の

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
法
や
保
安
処
分
を
規
定
す
る
同
時
期
の
シ
ュ
ト
ー
ス
草

案
に
比
べ
れ
ば
、
本
草
案
の
前
進
は
控
え
目
で
あ
る
と
評
価
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
ま
た
、
未
遂
が
必
要
的
減
軽
に
な
っ
て
い
る
点
か
ら
は
、

む
し
ろ
（
新
）
古
典
学
派
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
一

八
一
〇
年
刑
法
典
の
根
幹
を
な
し
、
現
行
刑
法
典
に
お
い
て
も
な
お

維
持
さ
れ
て
い
る
、
重
罪
刑
と
軽
罪
刑
の
区
別
を
撤
廃
す
る
な
ど
、

注
目
す
べ
き
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
確
か
で
あ
る
。

五
前
述
の
よ
う
に
、
本
草
案
は
、
わ
が
国
の
刑
法
改
正
に
お
い
て
参

照
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
司
法
省

刑
法
改
正
審
査
委
員
会
に
お
い
て
参
照
さ
れ
た
、
各
国
の
刑
法
お
よ

び
刑
法
草
案
の
条
文
を
ま
と
め
た
表
（

刑
法
草
案
総
則

各
国
刑

法
参
照
」）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
記
載
か
ら
、
参

照
し
た
と
さ
れ
て
い
る
本
草
案
の
条
文
の
前
に
、
○
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
本
草
案
第
四
五
条
お
よ
び
第
八
八
条
に
は
△
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、

刑
法
草
案
総
則

各
国
刑
法
参
照
」
に
お
い
て
両
者
の

参
照
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
前
者
は
「
佛
艸
四
四
条
ノ
三

項
四
五21

）」、
後
者
は
「
佛
草
第
八
六
條
以
下22

）」
に
含
ま
れ
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

以
下
、
本
草
案
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
翻
訳
に
あ
た
っ

て
は
、
徳
永
元
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
助
教
）
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
訳
文
を
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
で
逐
条
的
に
検
討

し
、
全
体
の
訳
語
お
よ
び
表
現
の
統
一
を
図
っ
た
。

刑
法
典
改
正
委
員
会
草
案

第
一
部

犯
罪
一
般
と
刑
罰

第
一
編

冒
頭
規
定

○
第
一
条

｜
｜
犯
罪
は
、
刑
事
法
律
（lo

i p
en
a
le

）
へ
の
違
反

で
あ
り
、
重
罪
、
軽
罪
又
は
違
警
罪
に
分
け
ら
れ
る
。

○
第
二
条

｜
｜
法
律
が
、
死
刑
、
無
期
懲
役
、
又
は
五
年
を
超
え

る
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
で
罰
す
る
犯
罪
は
、
重
罪
と
す
る
。

法
律
が
、
五
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
、
又
は
二
〇
〇
フ
ラ

資 料
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ン
を
超
え
る
罰
金
で
罰
す
る
犯
罪
は
、
軽
罪
と
す
る
。

法
律
が
、
警
察
拘
禁
（a

rrets d
e p

o
lice

）
又
は
二
〇
〇
フ
ラ

ン
以
下
の
罰
金
で
罰
す
る
犯
罪
は
、
違
警
罪
と
す
る
。

第
三
条

｜
｜
い
か
な
る
犯
罪
も
、
そ
の
犯
罪
が
行
わ
れ
る
前
に
、

法
律
に
よ
り
表
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
刑
に
よ
っ
て
、
罰
せ
ら
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

○

裁
判
の
時
点
で
定
め
ら
れ
た
刑
が
、
犯
罪
時
に
記
さ
れ
て
い
た

そ
れ
と
異
な
る
場
合
は
、
そ
の
も
っ
と
も
軽
い
刑
が
適
用
さ
れ
る
。

○
第
四
条

｜
｜
フ
ラ
ン
ス
国
外
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
に
よ
り
罰

せ
ら
れ
る
重
罪
又
は
軽
罪
に
つ
い
て
有
罪
と
さ
れ
た
す
べ
て
の
フ
ラ

ン
ス
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
訴
追
さ
れ
、
裁
判
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。

た
だ
し
、
軽
罪
に
つ
い
て
は
、
行
為
が
、
そ
れ
が
犯
さ
れ
た
国
の

立
法
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
場
合
に
し
か
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
フ
ラ
ン
ス

で
訴
追
さ
れ
、
裁
判
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
軽
罪

が
フ
ラ
ン
ス
又
は
外
国
の
私
人
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
と
き
、
訴
追
は
、

被
害
者
の
告
訴
又
は
軽
罪
が
犯
さ
れ
た
国
の
機
関
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス

当
局
へ
の
公
式
の
告
発
に
、
先
立
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

訴
追
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
ら
ず
に
、
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

○
第
五
条

｜
｜
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
、
被
告
人
が
、
自
ら
が

外
国
で
確
定
判
決
を
受
け
、
か
つ
刑
を
受
け
た
又
は
恩
赦
を
得
た
こ

と
を
証
明
す
る
と
き
は
、
い
か
な
る
訴
追
も
行
わ
れ
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
犯
さ
れ
た
軽
罪
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府

の
告
訴
に
基
づ
き
外
国
で
確
定
判
決
を
受
け
た
外
国
人
も
、
同
様
で

あ
る
。

第
六
条

｜
｜
後
述
第
八
条
に
明
記
さ
れ
る
重
罪
で
な
け
れ
ば
、
い

か
な
る
訴
追
も
、
被
告
人
の
自
由
な
意
思
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
へ
の
帰

国
の
前
に
は
、
行
わ
れ
な
い
。

第
七
条

｜
｜
訴
追
は
、
被
疑
者
の
居
住
す
る
又
は
こ
の
者
が
発
見

さ
れ
う
る
場
所
の
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
提
起
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
破
毀
院
は
、
検
察
官
又
は
当
事
者
の
求
め
に
基
づ
き
、

事
件
の
審
理
を
、
犯
罪
地
に
も
っ
と
も
近
い
法
院
（co

u
r

）
又
は

裁
判
所
（trib

u
n
a
l

）
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
第
八
条

｜
｜
フ
ラ
ン
ス
国
外
で
、
国
の
安
全
を
侵
害
す
る
重
罪
、

又
は
国
璽
、
流
通
し
て
い
る
国
の
通
貨
、
国
の
紙
幣
若
し
く
は
法
律
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に
よ
り
認
め
ら
れ
た
銀
行
券
を
偽
造
す
る
重
罪
に
つ
い
て
、
正
犯
又

は
共
犯
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
た
す
べ
て
の
外
国
人
は
、
こ
の
者
が
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
逮
捕
さ
れ
た
、
又
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
そ
の
引
渡

し
を
受
け
た
場
合
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
律
規
定
に
従
っ
て
訴
追
さ
れ
、

裁
判
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条

｜
｜
本
法
典
の
規
定
は
、
軍
法
上
の
違
警
罪
、
軽
罪
及
び

重
罪
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

第
二
編

刑
罰

第
一
章

刑
罰
と
そ
の
執
行
態
様

○
第
一
〇
条

｜
｜
刑
罰
は
、
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
。

一

主
刑：

死
刑
、
無
期
又
は
有
期
懲
役
、
禁
錮
、
警
察
拘
禁
、
罰

金
。

二

付
加
刑：

流
刑
、
特
定
の
政
治
的
又
は
民
事
的
権
利
の
制
限
、

滞
在
禁
止
、
労
働
施
設
収
容
、
特
別
没
収
、
判
決
の
広
告
。

第
一
節

｜
｜
死
刑

○
第
一
一
条

｜
｜
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
す
べ
て
の
者
は
、
斬
首
さ

れ
る
。

死
刑
の
執
行
は
公
開
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
法
院
検
事
長
又
は
そ

の
代
理
人
、
司
法
官
及
び
重
罪
法
院
の
書
記
官
、
警
視
、
監
獄
の
所

長
及
び
医
師
の
出
席
の
下
、
監
獄
内
で
行
わ
れ
る
。

市
町
村
長
、
助
役
（a

d
jo
in
ts

）、
市
町
村
会
議
員
、
判
決
し
た

陪
審
の
構
成
員
、
及
び
、
被
宣
告
者
が
望
む
場
合
、
司
祭
又
は
牧
師

は
、
執
行
に
同
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
第
一
二
条

｜
｜
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
女
性
が
申
告
し
、
こ
の
者

が
懐
胎
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
者
は
、
出
産

の
後
で
な
け
れ
ば
刑
を
受
け
な
い
。

第
一
三
条

｜
｜
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
者
の
身
体
は
、
そ
の
家
族
が

求
め
る
場
合
は
、
ま
っ
た
く
質
素
に
埋
葬
す
る
と
い
う
条
件
の
下
、

そ
の
家
族
に
引
き
渡
さ
れ
る
。
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第
二
節

｜
｜
懲
役

○
第
一
四
条

｜
｜
懲
役
は
、
無
期
又
は
有
期
で
あ
る
。

有
期
懲
役
の
期
間
は
、
一
五
日
以
上
二
〇
年
以
下
で
あ
る
。

第
一
五
条

｜
｜
一
年
以
下
の
懲
役
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
昼
夜
の

間
、
個
別
に
隔
離
さ
れ
る
。

一
年
を
超
え
る
懲
役
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
刑
の
四
分
の
一

に
等
し
い
、
た
だ
し
一
年
を
下
回
ら
ず
三
年
を
超
え
な
い
期
間
、
昼

夜
の
間
、
独
房
に
収
容
さ
れ
る
。
次
い
で
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
そ
の

求
め
に
基
づ
き
房
に
残
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
夜

の
間
の
み
隔
離
さ
れ
る
。

第
一
六
条

｜
｜
独
房
に
お
け
る
懲
役
は
、
次
の
者
に
は
適
用
さ
れ

な
い
。

一

有
罪
宣
告
の
時
点
で
、
一
五
歳
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
被
収
容

者
。

二

独
房
が
そ
の
者
の
請
求
に
よ
ら
な
い
場
合
は
、
六
〇
歳
を
超
え

る
被
収
容
者
。

三

独
房
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
被
宣
告
者
。

○
第
一
七
条

｜
｜
懲
役
は
、
監
獄
内
で
の
労
働
義
務
を
伴
う
。

た
だ
し
、
隔
離
さ
れ
た
後
で
、
善
行
を
保
っ
た
被
宣
告
者
は
、
自

由
人
口
と
接
触
の
な
い
外
部
労
働
に
、
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

｜
｜
禁
錮

○
第
一
八
条

｜
｜
禁
錮
の
期
間
は
、
一
五
日
以
上
二
〇
年
以
下
で

あ
る
。

第
一
九
条

｜
｜
禁
錮
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
又
は
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
の
特
別
な
施
設
若
し
く
は
区
画
又
は
城
塞
（en

cein
te

 
fo
rtifiee

）
に
収
容
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
者
は
、
懲
役
を
宣
告
さ
れ
た
者
と
決
し
て
混
同
さ
れ
な

い
。

○
第
二
〇
条

｜
｜
禁
錮
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
労
働
に
服
す
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
そ
の
素
質
に
も
っ
と
も
適
し
た
労
働
を
、

そ
れ
が
施
設
の
良
好
な
秩
序
及
び
体
制
と
両
立
し
う
る
限
り
、
選
択

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
者
は
、
夜
の
間
は
隔
離
さ
れ
、
昼
の
間
隔
離
さ
れ
続
け

る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
一
条

｜
｜
懲
役
及
び
禁
錮
は
、
国
に
属
す
る
施
設
に
お
い
て

受
刑
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
の
管
理
組
織
、
被
収
容
者
の
等
級
の

分
類
、
労
働
、
義
務
的
労
働
の
産
物
の
用
途
、
教
育
及
び
規
律
は
、

施
行
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
対
す
る
個
別
の
ア
レ
テ
は
、
内
務
大
臣
に
よ

り
下
さ
れ
る
。

第
四
節

｜
｜
警
察
拘
禁

○
第
二
二
条

｜
｜
警
察
拘
禁
の
期
間
は
、
一
日
を
下
回
る
こ
と
も
、

一
四
日
を
超
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
労
働
は
、
被
宣
告
者
に
対
し

て
義
務
的
で
は
な
い
。

警
察
拘
禁
は
、
特
別
に
設
立
さ
れ
た
、
県
の
支
出
で
運
営
さ
れ
、

内
務
大
臣
の
管
轄
に
置
か
れ
る
施
設
に
お
い
て
受
刑
さ
れ
る
。

○
第
二
三
条

｜
｜
警
察
拘
禁
は
、
一
年
以
内
の
再
犯
の
場
合
を
除

き
、
被
宣
告
者
の
求
め
に
基
づ
き
、
裁
判
所
に
よ
り
、
施
行
令
に
よ

り
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
市
町
村
の
た
め
に
行
わ
れ
る
等
し

い
日
数
の
労
働
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
節

｜
｜
罰
金

○
第
二
四
条

｜
｜
罰
金
は
、
法
律
に
よ
り
そ
れ
が
定
め
ら
れ
て
い

な
い
場
合
に
は
、
一
フ
ラ
ン
以
上
五
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
で
あ
る
。

第
六
節

｜
｜
流
刑

第
二
五
条

｜
｜
流
刑
は
、
施
行
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
、
フ
ラ
ン

ス
の
植
民
地
又
は
属
領
に
居
住
を
指
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
な
る
。
こ

れ
は
、
一
つ
又
は
複
数
の
判
決
に
よ
り
五
年
以
上
の
懲
役
を
宣
告
さ

れ
た
後
で
、
重
罪
又
は
軽
罪
に
つ
い
て
一
年
以
上
の
懲
役
を
宣
告
さ

れ
た
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
言
い
渡
さ
れ
る
。

第
二
六
条

｜
｜
被
流
刑
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
又
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
、

懲
役
の
少
な
く
と
も
半
分
を
受
刑
し
た
後
で
し
か
、
植
民
地
に
移
送

さ
れ
な
い
。

第
二
七
条

｜
｜
植
民
地
に
滞
在
す
る
間
、
被
流
刑
者
は
、
警
察
の

処
分
、
及
び
施
行
令
に
よ
り
特
別
に
設
立
さ
れ
た
裁
判
管
轄
に
服
す

る
。
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第
二
八
条

｜
｜
植
民
地
へ
の
到
着
の
際
、
被
流
刑
者
は
刑
事
施
設

に
収
容
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
を
出
発
す
る
際
に
執
行
中
で
あ
っ
た
懲
役

の
受
刑
を
終
わ
ら
せ
、
次
い
で
五
年
の
間
留
め
置
か
れ
る
。
こ
の
期

間
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
は
施
設
内
外
で
の
労
働
を
強

制
さ
れ
る
が
、
こ
の
労
働
は
、
行
政
機
関
（A

d
m
in
istra

tio
n

）

の
意
思
の
み
に
よ
り
取
り
消
し
う
る
契
約
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
第

三
者
に
対
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
期
間
の
任
意
の
間
、
行
政
機
関
は
、
善
行
の
保
証
を
示
し
、

そ
の
釈
放
下
の
労
働
が
植
民
の
た
め
に
よ
り
有
益
で
あ
る
に
ち
が
い

な
い
と
思
わ
れ
る
被
流
刑
者
を
、
仮
釈
放
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ
く
、
行
政
機
関
は
、
第
七
一
条
第
一
項
に
従
い
、
被
流
刑
者

の
仮
釈
放
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
九
条

｜
｜
前
条
第
一
項
第
一
文
に
定
め
ら
れ
る
期
間
の
満
了

後
、
被
流
刑
者
は
釈
放
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
者
は
、
植
民
地
の

指
定
さ
れ
た
区
画
に
一
生
居
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

新
た
な
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
宣
告
を
受
け
る
場
合
、
特
別
裁
判
所

は
、
刑
期
の
満
了
後
、
新
た
に
五
年
の
間
、
被
流
刑
者
が
刑
事
施
設

に
留
め
置
か
れ
る
旨
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
〇
条

｜
｜
流
刑
を
宣
告
さ
れ
た
い
か
な
る
者
も
、
六
〇
歳
を

過
ぎ
た
後
は
、
植
民
地
に
移
送
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
安
定
し

て
確
認
さ
れ
る
身
体
の
状
態
が
、
入
植
労
働
に
不
適
合
と
み
な
さ
れ

る
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

第
三
一
条

｜
｜
年
齢
又
は
身
体
の
状
態
を
理
由
と
し
て
流
刑
が
適

用
さ
れ
な
か
っ
た
者
は
、
一
〇
年
を
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
期
間
、

労
役
場
に
収
容
さ
れ
る
た
め
に
、
行
政
機
関
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。

第
七
節

｜
｜
権
利
の
制
限

○
第
三
二
条

｜
｜
無
期
懲
役
又
は
流
刑
を
宣
告
さ
れ
た
す
べ
て
の

者
は
、
当
然
か
つ
永
久
に
、
次
の
公
民
権
及
び
家
族
権
の
行
使
を
禁

じ
ら
れ
る
。

一

投
票
権
及
び
被
選
挙
権
。

二

公
職
（fo

n
ctio

n
,
em
p
lo
i o
u o

ffice p
u
b
lic

）
を
遂
行
す
る

こ
と
。

三

親
族
会
（co

n
seil d

e fa
m
ille

）
に
参
加
す
る
こ
と
。

四

自
ら
の
子
に
つ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
親
族
会
及
び
行
刑
当
局
の

意
見
の
後
に
下
さ
れ
る
、
裁
判
所
の
判
決
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合

を
除
く
、
親
権
、
後
見
及
び
保
佐
の
権
限
。

五

陪
審
員
、
鑑
定
人
又
は
証
書
の
証
人
（tem

o
in
 
d
a
n
s
 
les
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a
ctes

）
と
な
る
こ
と
。

六

単
な
る
陳
述
を
す
る
こ
と
以
外
の
た
め
に
、
裁
判
に
お
い
て
証

言
す
る
こ
と
。

○
第
三
三
条

｜
｜
裁
判
所
は
、
五
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
を
宣

告
さ
れ
た
者
、
及
び
そ
の
他
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
場
合
に
、
前

条
各
号
に
列
挙
さ
れ
る
権
利
の
行
使
の
全
部
又
は
一
部
を
禁
止
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
禁
止
の
期
間
は
五
年
以
上
で
あ
り
、
主
刑
の
期
間
の
二
倍
に

ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
禁
止
は
、
有
罪
宣
告
が
確

定
し
た
日
か
ら
効
力
を
持
つ
。

第
八
節

｜
｜
滞
在
禁
止

第
三
四
条

｜
｜
滞
在
禁
止
は
、
被
宣
告
者
が
収
容
さ
れ
て
い
る
場

合
は
釈
放
前
に
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
判
決
か
ら
六
月
以
内
に
、
そ

の
禁
止
が
政
府
に
よ
り
指
示
さ
れ
た
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い

て
、
こ
の
者
に
行
わ
れ
る
禁
制
か
ら
な
る
。

第
三
五
条

｜
｜
五
年
を
超
え
る
懲
役
又
は
禁
錮
を
宣
告
さ
れ
た
者

は
、
当
然
に
、
刑
期
の
満
了
後
二
〇
年
の
間
、
滞
在
禁
止
に
服
す
る
。

た
だ
し
、
有
罪
を
宣
告
す
る
判
決
は
、
禁
止
の
期
間
を
短
縮
し
、

又
は
被
宣
告
者
が
禁
止
に
服
さ
な
い
旨
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

判
決
が
禁
止
の
免
除
又
は
短
縮
を
含
ま
な
い
場
合
、
そ
れ
が
特
に
考

慮
さ
れ
た
と
い
う
言
及
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
無
効
と
な
る
。

死
刑
又
は
無
期
懲
役
を
宣
告
さ
れ
、
大
統
領
恩
赦
に
よ
る
そ
の
刑

の
減
刑
（co

m
m
u
ta
tio
n

）
又
は
刑
の
執
行
の
減
軽
（rem

ise

）

を
得
た
す
べ
て
の
者
は
、
恩
赦
決
定
に
よ
る
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、

当
然
に
二
〇
年
の
間
滞
在
禁
止
に
服
す
る
。

第
三
六
条

｜
｜
滞
在
禁
止
は
、
行
政
処
分
に
よ
り
停
止
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。

刑
の
時
効
は
、
被
宣
告
者
を
、
そ
の
服
す
る
禁
止
か
ら
解
放
し
な

い
。こ

の
場
合
、
禁
止
は
、
そ
の
時
効
が
完
成
し
た
日
か
ら
し
か
効
力

を
生
じ
な
い
。

第
三
七
条

｜
｜
前
条
ま
で
に
定
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
被
宣
告

者
は
、
法
律
の
特
別
な
規
定
が
そ
れ
を
許
す
場
合
に
し
か
、
滞
在
禁

止
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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第
九
節

｜
｜
労
働
施
設
収
容

第
三
八
条

｜
｜
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
被

宣
告
者
が
、
懲
役
の
刑
期
の
満
了
後
、
三
月
以
上
三
年
以
下
、
労
働

施
設
に
収
容
さ
れ
る
旨
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
〇
節

｜
｜
没
収

○
第
三
九
条

｜
｜
裁
判
所
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
属
し
、
か
つ
、

重
罪
若
し
く
は
軽
罪
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
又
は
そ
れ
を
犯
す
た
め
に

用
い
ら
れ
た
物
の
没
収
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

没
収
は
、
違
警
罪
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
場
合

に
の
み
、
言
い
渡
さ
れ
る
。

第
一
一
節

判
決
の
広
告

第
四
〇
条

｜
｜
判
決
の
広
告
は
、
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
場
合

に
、
裁
判
所
に
よ
り
、
刑
罰
と
し
て
言
い
渡
さ
れ
る
。
判
決
は
、
被

宣
告
者
の
出
費
に
よ
る
広
告
の
態
様
を
確
定
す
る
。

第
四
一
条

｜
｜
流
刑
、
特
定
の
政
治
的
又
は
民
事
的
権
利
の
制
限
、

滞
在
禁
止
、
労
働
施
設
収
容
、
特
別
没
収
及
び
判
決
の
広
告
は
、
恩

赦
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

刑
期
の
計
算

○
第
四
二
条

｜
｜
監
獄
の
各
日
は
、
二
四
時
間
で
あ
る
。

月
と
年
は
、
日
ご
と
に
計
算
す
る
。

○
第
四
三
条

｜
｜
有
期
刑
の
期
間
は
、
有
罪
宣
告
が
執
行
さ
れ
る

日
か
ら
計
算
す
る
。

第
四
四
条

｜
｜
た
だ
し
、
勾
留
（d

eten
tio
n p

rea
la
b
le

）
さ
れ

た
状
態
に
あ
る
者
に
対
し
て
言
い
渡
さ
れ
る
有
罪
宣
告
に
つ
い
て
、

被
宣
告
者
が
上
訴
し
な
い
場
合
、
刑
の
期
間
は
、
検
察
官
の
控
訴

（a
p
p
el

）
又
は
上
告
（p

o
u
rv
o
i

）
及
び
そ
れ
ら
の
結
果
の
い
か
ん

に
か
か
わ
ら
ず
、
判
決
の
日
か
ら
計
算
す
る
。

被
宣
告
者
の
控
訴
又
は
上
告
に
基
づ
き
、
刑
が
減
軽
さ
れ
た
場
合

も
同
様
と
す
る
。

○

裁
判
所
は
、
特
別
な
処
分
に
よ
っ
て
、
勾
留
の
全
部
又
は
一
部

を
刑
期
に
算
入
す
る
と
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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△
第
四
五
条

｜
｜
言
い
渡
さ
れ
た
刑
が
も
っ
ぱ
ら
金
銭
で
あ
る
場

合
、
判
決
は
、
勾
留
下
に
あ
っ
た
被
宣
告
者
が
、
適
用
さ
れ
る
罰
金

の
支
払
い
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
さ
れ
る
旨
を
命
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
章

重
罪
、
軽
罪
又
は
違
警
罪
の
際
に
言
い
渡
さ
れ
る
こ
と
の

で
き
る
そ
の
他
の
宣
告

第
四
六
条

｜
｜
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
刑
の
宣
告
は
、
常
に
、

当
事
者
に
支
払
わ
れ
う
べ
き
原
状
回
復
又
は
損
害
賠
償
の
妨
げ
と
な

る
こ
と
な
く
、
言
い
渡
さ
れ
る
。

第
四
七
条

｜
｜
法
律
が
損
害
賠
償
に
つ
き
何
ら
定
め
て
い
な
か
っ

た
場
合
、
法
院
又
は
裁
判
所
が
そ
の
総
額
を
決
め
る
が
、
た
だ
し
、

被
害
を
受
け
た
当
事
者
の
同
意
が
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
作
業
の
実

行
を
言
い
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

○
第
四
八
条

｜
｜
罰
金
、
原
状
回
復
、
損
害
賠
償
及
び
費
用
の
執

行
は
、
滞
納
留
置
（co

n
tra
in
te p

a
r co

rp
s

）
に
よ
り
追
求
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
九
条

｜
｜
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
宣
告
を
受
け
た
す
べ

て
の
者
は
、
原
状
回
復
、
損
害
賠
償
及
び
費
用
に
つ
い
て
、
連
帯
し

て
責
任
を
負
う
。

第
四
章

法
定
能
力
制
限

第
五
〇
条

｜
｜
五
年
を
超
え
る
懲
役
又
は
禁
錮
を
宣
告
さ
れ
た
す

べ
て
の
者
は
、
そ
の
刑
期
の
間
、
法
定
能
力
制
限
状
態
に
あ
る
。

法
定
能
力
制
限
は
、
被
宣
告
者
か
ら
、
遺
言
に
よ
る
も
の
を
除
き
、

財
産
を
管
理
し
こ
れ
を
処
分
す
る
能
力
を
剥
奪
す
る
。

制
限
は
、
有
罪
宣
告
が
確
定
し
た
日
か
ら
科
さ
れ
る
。

制
限
に
よ
る
過
去
の
行
為
の
無
効
は
、
す
べ
て
の
関
与
者
に
よ
り

援
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
一
条

｜
｜
法
定
能
力
制
限
状
態
に
あ
る
被
宣
告
者
に
対
し
て

は
、
そ
の
財
産
を
運
営
し
管
理
す
る
た
め
、
禁
治
産
者
に
対
す
る
後

見
人
及
び
後
見
監
督
人
の
選
任
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
形
式
に
お
い

て
、
後
見
人
及
び
後
見
監
督
人
が
一
人
ず
つ
選
任
さ
れ
る
。

被
宣
告
者
の
財
産
は
、
こ
の
者
が
刑
期
を
満
了
し
た
後
に
引
き
渡

さ
れ
、
後
見
人
は
、
そ
の
管
理
の
計
算
書
を
こ
の
者
に
報
告
す
る
。

刑
期
の
間
、
被
宣
告
者
は
、
仮
釈
放
の
場
合
を
除
き
、
い
か
な
る
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金
額
、
い
か
な
る
預
金
、
い
か
な
る
収
益
か
ら
の
持
分
の
引
渡
し
も
、

後
見
人
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
二
条

｜
｜
被
流
刑
者
は
、
法
定
能
力
制
限
状
態
に
あ
る
。
た

だ
し
、
仮
釈
放
の
場
合
、
及
び
第
二
八
条
第
一
項
第
一
文
に
定
め
ら

れ
る
五
年
の
期
間
の
満
了
後
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
流
刑
地
に
お
い
て

私
権
の
行
使
を
回
復
す
る
が
、
そ
の
行
為
（a

cte

）
は
、
有
罪
宣
告

の
日
に
所
有
し
て
い
た
、
又
は
こ
の
時
点
以
降
に
無
償
の
も
の
と
し

て
入
手
し
た
財
産
を
担
保
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
五
三
条

｜
｜
確
定
判
決
に
よ
り
死
刑
又
は
無
期
懲
役
を
宣
告
さ

れ
た
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
財
産
を
遺
言
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

こ
の
者
に
よ
り
有
罪
宣
告
の
前
に
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
遺
言
は
、

無
効
で
あ
る
。

国
家
元
首
は
、
恩
赦
に
よ
り
、
無
期
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
を
、
本

条
に
定
め
ら
れ
る
無
能
力
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章

刑
罰
を
排
除
、
減
軽
又
は
加
重
す
る
諸
事
情

○
第
五
四
条

｜
｜
被
告
人
が
、
正
当
防
衛
状
況
若
し
く
は
行
為
時

の
心
神
喪
失
状
態
に
あ
っ
た
、
又
は
抵
抗
で
き
な
い
力
に
よ
り
強
制

さ
れ
て
い
た
場
合
、
重
罪
又
は
軽
罪
は
存
在
し
な
い
。

第
五
五
条

｜
｜
重
罪
と
し
て
擬
律
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
嫌
疑
を

か
け
ら
れ
た
者
が
、
心
神
喪
失
を
理
由
と
し
て
無
罪
判
決
を
受
け
た

場
合
、
重
罪
法
院
は
、
こ
の
者
が
精
神
病
施
設
に
収
容
さ
れ
る
旨
を

命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

心
神
喪
失
状
態
は
、
職
権
に
よ
り
又
は
被
告
人
の
求
め
に
基
づ
き
、

陪
審
員
に
提
示
さ
れ
る
特
別
質
問
の
対
象
と
な
る
。

被
疑
者
が
予
審
免
訴
の
対
象
と
な
る
場
合
、
施
設
収
容
は
、
検
察

官
の
請
求
に
基
づ
き
、
民
事
裁
判
所
に
よ
り
命
じ
ら
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。

精
神
病
院
の
退
院
は
、
医
師
の
意
見
に
基
づ
き
下
さ
れ
る
民
事
裁

判
所
の
判
決
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
六
条

｜
｜
法
律
が
行
為
を
宥
恕
で
き
る
と
表
明
す
る
、
又
は

こ
れ
に
よ
り
軽
い
刑
を
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
及
び
事
情
を

除
き
、
い
か
な
る
重
罪
又
は
軽
罪
も
宥
恕
さ
れ
、
又
は
刑
が
減
軽
さ

れ
る
こ
と
も
な
い
。

○
第
五
七
条

｜
｜
一
〇
歳
未
満
の
少
年
は
、
い
か
な
る
訴
追
の
対
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象
と
も
な
ら
な
い
。
こ
の
者
が
、
法
律
に
よ
り
重
罪
又
は
軽
罪
と
さ

れ
、
懲
役
、
禁
錮
又
は
そ
れ
よ
り
重
い
刑
を
効
果
と
す
る
行
為
を
犯

し
た
場
合
、
民
事
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
に
よ
り
、
こ
の
者
が
、

最
長
で
二
一
歳
ま
で
、
教
育
改
善
施
設
（eta

b
lissem

en
t
 
d
’ed
u
-

ca
tio
n
 
et d

e refo
rm
e

）
に
収
容
さ
れ
る
旨
を
命
じ
る
こ
と
が
で

き
る
。

○
第
五
八
条

｜
｜
一
六
歳
未
満
の
少
年
は
、
弁
識
能
力
な
く
行
為

し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
無
罪
と
な
る
が
、
事
情
に
応
じ

て
、
こ
の
者
は
両
親
に
引
き
渡
さ
れ
る
、
又
は
、
判
決
の
定
め
た
、

二
一
歳
と
な
る
日
を
超
え
な
い
年
数
の
間
監
置
さ
れ
る
た
め
、
教
育

改
善
施
設
に
移
送
さ
れ
る
。

○
第
五
九
条

｜
｜
こ
の
者
が
、
弁
識
能
力
を
持
っ
て
行
為
し
た
と

判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
刑
は
次
の
よ
う
に
言
い
渡
さ
れ
る
。

死
刑
又
は
無
期
懲
役
を
科
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
者
は
、
一
〇
年
以

上
二
〇
年
以
下
の
懲
役
を
宣
告
さ
れ
る
。

有
期
懲
役
ま
た
は
禁
錮
を
科
さ
れ
る
場
合
、
こ
の
者
は
、
宣
告
さ

れ
え
た
こ
れ
ら
の
刑
の
期
間
の
三
分
の
一
以
上
二
分
の
一
以
下
の
懲

役
又
は
禁
錮
を
宣
告
さ
れ
る
。

加
え
て
、
裁
判
所
は
、
刑
期
の
満
了
後
、
被
宣
告
者
が
、
成
人
に

な
る
ま
で
監
置
さ
れ
る
た
め
、
感
化
院
（m

a
iso
n
 
d
e
 
co
rrec-

tio
n

）
に
移
送
さ
れ
る
旨
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
〇
条

｜
｜
教
育
改
善
所
（m

a
iso
n
 
d
’ed
u
ca
tio
n
 
et
 
d
e

 
refo

rm
e

）
は
、
内
務
大
臣
の
管
轄
と
監
督
下
に
置
か
れ
る
。

○
第
六
一
条

｜
｜
一
六
歳
未
満
の
者
で
、
こ
の
年
齢
を
超
え
た
共

犯
が
現
に
お
ら
ず
、
法
律
が
死
刑
又
は
無
期
懲
役
で
罰
す
る
も
の
以

外
の
重
罪
に
問
わ
れ
る
者
は
、
軽
罪
裁
判
所
に
よ
り
裁
判
さ
れ
る
。

第
六
二
条

｜
｜
酌
量
減
軽
（circo

n
sta
m
ces a

tten
u
a
n
tes

）

が
被
告
人
に
有
利
に
表
明
さ
れ
る
場
合
、
法
定
刑
は
、
次
の
よ
う
に

修
正
さ
れ
る
。

法
定
刑
が
死
刑
で
あ
る
場
合
、
適
用
さ
れ
る
刑
は
、
無
期
又
は
五

年
以
上
の
懲
役
で
あ
る
。

刑
が
無
期
懲
役
で
あ
る
場
合
、
裁
判
官
は
、
一
年
以
上
の
懲
役
を

適
用
す
る
。

刑
が
有
期
懲
役
又
は
禁
錮
で
あ
る
場
合
、
裁
判
官
は
、
法
律
に
よ

り
記
さ
れ
る
上
限
の
半
分
を
超
え
て
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
な

い
。上

限
が
五
年
以
下
の
場
合
、
裁
判
官
は
、
懲
役
又
は
禁
錮
を
、
警
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察
拘
禁
又
は
罰
金
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

刑
が
警
察
拘
禁
で
あ
る
場
合
、
裁
判
官
は
、
こ
れ
を
一
フ
ラ
ン
以

上
二
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
三
条

｜
｜
酌
量
減
軽
の
場
合
、
裁
判
官
は
、
一
回
目
に
限
り
、

流
刑
の
言
渡
し
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
第
六
四
条

｜
｜
一
つ
又
は
複
数
の
判
決
に
よ
り
三
月
を
超
え
る

懲
役
を
宣
告
さ
れ
た
者
が
、
懲
役
を
効
果
と
す
る
新
た
な
重
罪
又
は

軽
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
刑
期
は
、
酌
量
減
軽
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
上
限
が
二
年
以
下
の
と
き
は
そ
の
半

分
、
そ
れ
が
二
年
を
超
え
る
と
き
は
一
年
を
下
回
る
こ
と
が
で
き
な

い
。前

項
の
規
定
は
、
新
た
な
重
罪
又
は
軽
罪
が
、
終
局
的
な
釈
放
後

五
年
よ
り
後
に
犯
さ
れ
た
場
合
は
、
適
用
さ
れ
な
く
な
る
。

○
第
六
五
条

｜
｜
一
年
以
上
の
懲
役
を
宣
告
さ
れ
た
者
が
、
釈
放

か
ら
一
〇
年
の
期
間
内
に
、
一
年
以
上
の
懲
役
を
受
け
う
る
新
た
な

重
罪
又
は
軽
罪
を
犯
し
た
場
合
、
法
定
刑
は
、
そ
の
三
分
の
一
を
加

重
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
酌
量
減
軽
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
律
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
上
限
が
一
〇
年
以
下
の
と
き
は
そ
の
半
分
、
そ
れ
が

一
〇
年
を
超
え
る
と
き
は
五
年
を
下
回
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

法
定
刑
が
死
刑
又
は
無
期
懲
役
の
場
合
、
刑
は
、
酌
量
減
軽
の
場

合
で
あ
っ
て
も
、
八
年
を
下
回
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

前
二
項
の
規
定
は
、
新
た
な
重
罪
又
は
軽
罪
が
、
釈
放
後
一
〇
年

の
期
間
内
（
原
文
マ
マ
）
に
犯
さ
れ
た
場
合
は
、
適
用
さ
れ
な
く
な

る
。

第
六
章

容
赦
、
執
行
猶
予
及
び
仮
釈
放

第
一
節

｜
｜
容
赦
（p

a
rd
o
n

）

第
六
六
条

｜
｜
刑
事
法
律
の
定
め
に
従
い
、
又
は
酌
量
減
軽
の
表

明
の
結
果
、
罰
金
の
み
を
適
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
裁

判
官
は
、
被
告
人
が
以
前
に
重
罪
又
は
軽
罪
に
つ
い
て
有
罪
宣
告
を

受
け
て
い
な
け
れ
ば
、
有
罪
宣
告
を
言
い
渡
さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
官
は
、
新
た
な
犯
罪
の
場
合
に
は
刑
事
免
責
（im

m
u
n
ite

p
en
a
le

）
を
も
は
や
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
旨
を
、
被
告
人
に
警
告

す
る
。
免
除
さ
れ
た
被
告
人
は
、
訴
訟
費
用
、
及
び
必
要
が
あ
れ
ば
、

私
訴
原
告
人
に
対
す
る
す
べ
て
の
損
害
賠
償
を
宣
告
さ
れ
る
。
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第
二
節

｜
｜
執
行
猶
予

○
第
六
七
条

｜
｜
裁
判
所
は
、
以
前
に
重
罪
又
は
軽
罪
に
つ
い
て

有
罪
宣
告
を
受
け
て
い
な
い
被
告
人
に
対
し
て
、
三
月
以
下
の
懲
役

又
は
禁
錮
を
言
い
渡
す
場
合
は
、
こ
の
刑
の
執
行
が
猶
予
さ
れ
る
旨

を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
第
六
八
条

｜
｜
三
年
の
期
間
内
に
、
被
宣
告
者
が
、
懲
役
又
は

禁
錮
を
受
け
う
る
新
た
な
重
罪
又
は
軽
罪
を
犯
し
た
場
合
、
猶
予
は

当
然
に
取
り
消
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
最
初
の
有
罪
宣
告
は
、
二
番
目
の
も
の
に
吸
収
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
受
刑
さ
れ
る
。

○
第
六
九
条

｜
｜
前
条
の
期
間
内
に
新
た
な
有
罪
宣
告
が
言
い
渡

さ
れ
な
け
れ
ば
、
有
罪
宣
告
は
執
行
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

第
三
節

仮
釈
放

○
第
七
〇
条

｜
｜
懲
役
又
は
禁
錮
を
宣
告
さ
れ
た
す
べ
て
の
者
は
、

そ
の
刑
の
四
分
の
三
、
そ
れ
が
無
期
で
あ
れ
ば
二
〇
年
の
受
刑
の
後
、

仮
に
釈
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
第
七
一
条

｜
｜
釈
放
は
、
常
習
的
か
つ
公
然
の
、
正
式
に
確
認

さ
れ
た
不
品
行
、
又
は
釈
放
許
可
に
お
い
て
示
さ
れ
た
特
別
な
条
件

へ
の
違
反
の
場
合
に
、
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

刑
期
の
満
了
前
に
取
り
消
し
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
、
釈
放
は
終
局

的
と
な
る
。

第
七
二
条

｜
｜
仮
釈
放
の
ア
レ
テ
及
び
そ
の
取
消
し
の
ア
レ
テ
は
、

フ
ラ
ン
ス
及
び
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
司
法
大
臣
の
意
見
の

後
、
内
務
大
臣
に
よ
り
下
さ
れ
る
。

海
外
の
施
設
に
お
い
て
は
、
こ
の
ア
レ
テ
は
、
司
法
部
門
の
長
の

意
見
の
後
、
総
督
（G

o
u
v
ern

eu
r

）
に
よ
り
下
さ
れ
る
。

第
七
三
条

｜
｜
仮
釈
放
者
の
逮
捕
は
、
必
要
な
場
合
に
取
消
し
を

言
い
渡
す
内
務
大
臣
又
は
総
督
へ
と
直
ち
に
意
見
を
示
す
条
件
の
下
、

対
象
者
の
所
在
す
る
土
地
の
行
政
又
は
司
法
機
関
に
よ
り
、
仮
に
命

じ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
四
条

｜
｜
再
執
行
は
、
仮
釈
放
の
時
点
で
ま
だ
受
刑
さ
れ
て

い
な
い
刑
期
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
行
わ
れ
る
。
仮
逮
捕
が
継
続
さ

れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
期
間
は
刑
の
執
行
に
算
入
す
る
。
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第
七
五
条

｜
｜
施
行
令
は
、
釈
放
許
可
の
形
式
、
対
象
者
の
服
す

る
条
件
及
び
仮
釈
放
者
の
特
別
な
監
視
の
態
様
を
定
め
る
。

第
七
六
条

｜
｜
二
一
歳
以
上
六
〇
歳
以
下
の
、
懲
役
を
宣
告
さ
れ
、

そ
れ
が
二
〇
年
以
下
で
あ
れ
ば
、
そ
の
刑
の
四
分
の
一
を
受
刑
し
た

者
、
及
び
、
そ
れ
が
二
〇
年
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
刑
の
五
年
以

上
を
受
刑
し
た
者
は
、
そ
の
求
め
に
基
づ
き
、
植
民
地
又
は
属
領
に

移
送
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
移
送
は
、
司
法
大
臣
及
び
植
民
地
大
臣
の
肯
定
的
な
意
見
の

後
に
の
み
、
内
務
大
臣
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
。

第
七
七
条

｜
｜
植
民
地
に
お
い
て
、
そ
の
刑
の
次
の
四
分
の
一
を

受
刑
し
た
後
、
及
び
、
そ
れ
が
二
〇
年
を
超
え
る
と
き
は
五
年
の
懲

役
の
受
刑
の
後
、
被
宣
告
者
は
、
不
品
行
の
場
合
を
除
き
、
仮
釈
放

の
恩
典
を
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

無
期
懲
役
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
仮
釈
放
と
し
て
、
植
民
地
に
一

生
居
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
有
期
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
同
じ

名
目
で
、
言
い
渡
さ
れ
た
刑
期
と
等
し
い
、
た
だ
し
一
〇
年
を
下
回

ら
な
い
期
間
、
植
民
地
で
の
居
住
を
強
制
さ
れ
る
。

第
七
八
条

｜
｜
義
務
的
居
住
の
期
間
に
仮
釈
放
の
取
消
し
が
言
い

渡
さ
れ
た
場
合
、
被
宣
告
者
は
、
植
民
地
に
お
い
て
、
釈
放
時
に
経

過
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
残
刑
部
分
を
受
刑
す
る
。

不
品
行
を
理
由
と
し
て
仮
釈
放
を
受
け
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
な

か
っ
た
者
、
又
は
こ
の
恩
典
が
取
り
消
さ
れ
た
者
は
、
刑
期
の
満
了

後
、
前
条
第
二
項
に
よ
り
確
定
さ
れ
る
も
の
に
等
し
い
期
間
、
植
民

地
に
居
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
九
条

｜
｜
植
民
地
で
の
滞
在
中
、
被
宣
告
者
は
、
警
察
の
処

分
、
及
び
第
二
七
条
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
特
別
の
裁
判
所
に
服
す
る
。

第
七
章

重
罪
又
は
軽
罪
へ
の
関
与

○
第
八
〇
条

｜
｜
犯
行
（a

ctio
n

）
を
行
っ
た
者
、
又
は
、
情
を

知
り
つ
つ
、
犯
行
を
完
遂
す
る
行
為
に
お
い
て
、
当
該
犯
行
の
正
犯

を
援
助
若
し
く
は
補
助
し
た
者
は
、
重
罪
又
は
軽
罪
の
正
犯
と
し
て

処
罰
さ
れ
る
。

○
第
八
一
条

｜
｜
次
の
者
は
、
共
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。

一

贈
与
、
約
束
、
脅
迫
、
権
限
若
し
く
は
権
力
の
濫
用
、
犯
罪
的

な
策
謀
若
し
く
は
策
略
に
よ
り
、
犯
行
を
直
接
に
教
唆
し
、
又
は
そ

の
犯
行
を
行
う
た
め
の
指
示
を
与
え
た
者
。
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二

武
器
、
道
具
又
は
そ
の
他
犯
行
に
供
す
る
一
切
の
手
段
を
、
そ

れ
ら
が
犯
行
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
知
り
つ
つ
、
提
供
し
た
者
。

三

犯
行
を
準
備
す
る
又
は
容
易
に
す
る
行
為
に
お
い
て
、
情
を
知

り
つ
つ
、
当
該
犯
行
の
正
犯
を
援
助
又
は
補
助
し
た
者
。

四

公
共
の
場
所
若
し
く
は
集
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
演
説
、
叫
び

声
若
し
く
は
脅
迫
、
又
は
、
公
共
の
場
所
若
し
く
は
集
会
に
お
い
て

販
売
若
し
く
は
掲
示
さ
れ
た
文
書
、
売
却
印
刷
物
（im

p
rim

es
 

v
en
d
u
s

）
若
し
く
は
配
布
物
に
よ
り
、
又
は
、
公
共
の
視
線
に
向

け
ら
れ
た
ビ
ラ
若
し
く
は
貼
り
紙
に
よ
り
、
正
犯
を
、
当
該
犯
行
を

行
う
よ
う
直
接
に
教
唆
し
た
者
。

○
第
八
二
条

｜
｜
重
罪
又
は
軽
罪
の
共
犯
は
、
法
律
が
別
に
規
定

す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
重
罪
又
は
軽
罪
の
正
犯
と
同
じ
刑
で
罰
せ

ら
れ
る
。

第
八
章

未
遂

○
第
八
三
条

｜
｜
実
行
の
着
手
に
よ
り
表
明
さ
れ
た
重
罪
又
は
軽

罪
の
す
べ
て
の
未
遂
は
、
そ
れ
が
、
行
為
者
の
意
思
か
ら
独
立
し
た

状
況
の
み
に
よ
っ
て
、
停
止
さ
れ
た
又
は
結
果
を
欠
い
た
場
合
は
、

次
の
規
定
に
従
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
。

法
定
刑
が
死
刑
の
場
合
、
有
責
と
さ
れ
た
者
は
無
期
懲
役
で
罰
せ

ら
れ
る
。

法
定
刑
が
無
期
懲
役
の
場
合
、
有
責
と
さ
れ
た
者
は
一
〇
年
以
上

二
〇
年
以
下
の
懲
役
で
罰
せ
ら
れ
る
。

法
定
刑
が
有
期
懲
役
又
は
禁
錮
の
場
合
、
刑
の
上
限
は
そ
の
三
分

の
一
を
減
軽
さ
れ
る
。

○
第
八
四
条

｜
｜
軽
罪
の
未
遂
は
、
法
律
の
特
別
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
罰
せ
ら
れ
う
る
。

第
九
章

犯
罪
事
実
の
競
合

○
第
八
五
条

｜
｜
複
数
の
違
警
罪
が
競
合
す
る
場
合
、
そ
の
刑
は

併
科
さ
れ
る
。

○
第
八
六
条

｜
｜
複
数
の
軽
罪
及
び
違
警
罪
が
競
合
す
る
場
合
、

そ
の
刑
は
併
科
さ
れ
る
が
、
そ
の
も
っ
と
も
重
い
刑
の
上
限
の
二
倍

を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

○
第
八
七
条

｜
｜
一
つ
の
重
罪
と
一
つ
又
は
複
数
の
軽
罪
又
は
違

警
罪
と
が
競
合
す
る
場
合
、
重
罪
に
適
用
さ
れ
う
る
刑
が
も
っ
ぱ
ら
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言
い
渡
さ
れ
る
。

△
第
八
八
条

｜
｜
複
数
の
重
罪
が
競
合
す
る
場
合
、
そ
の
も
っ
と

も
重
い
刑
が
も
っ
ぱ
ら
言
い
渡
さ
れ
る
。
そ
の
刑
は
、
法
律
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
上
限
に
、
そ
の
半
分
を
加
重
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
第
八
九
条

｜
｜
も
っ
と
も
重
い
刑
と
は
、
刑
期
が
も
っ
と
も
長

い
刑
で
あ
る
。
刑
が
同
じ
期
間
の
場
合
は
、
懲
役
が
禁
錮
よ
り
も
重

い
刑
と
み
な
さ
れ
る
。

○
第
九
〇
条

｜
｜
複
数
の
重
罪
、
軽
罪
又
は
違
警
罪
を
理
由
と
す

る
特
別
没
収
は
、
常
に
併
科
さ
れ
る
。

第
九
一
条

｜
｜
同
一
の
行
為
が
複
数
の
犯
罪
を
構
成
す
る
場
合
、

そ
の
も
っ
と
も
重
い
刑
が
も
っ
ぱ
ら
言
い
渡
さ
れ
る
。

第
一
〇
章

公
訴
権
の
消
滅
お
よ
び
時
効

第
九
二
条

｜
｜
公
訴
権
は
、
被
告
人
の
死
亡
に
よ
り
消
滅
す
る
。

第
九
三
条

｜
｜
重
罪
か
ら
生
じ
る
公
訴
権
及
び
私
訴
権
は
、
重
罪

が
既
遂
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
〇
年
の
後
に
、
こ
の
間
に
い

か
な
る
予
審
行
為
も
訴
追
行
為
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
時
効

と
な
る
。

こ
の
間
に
、
判
決
に
至
ら
な
か
っ
た
予
審
行
為
又
は
訴
追
行
為
が

行
わ
れ
た
場
合
、
公
訴
権
及
び
私
訴
権
は
、
こ
の
行
為
に
関
係
し
な

か
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
最
後
の
行
為
か
ら
起
算
し
て
一
〇
年
の
経

過
後
に
し
か
、
時
効
と
な
ら
な
い
。

第
九
四
条

｜
｜
前
条
に
示
さ
れ
る
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
こ

に
定
め
ら
れ
た
時
期
の
区
別
に
従
い
、
事
件
が
軽
罪
の
と
き
は
、
時

効
の
期
間
は
三
年
に
短
縮
さ
れ
る
。

第
九
五
条

｜
｜
違
警
罪
に
つ
い
て
の
公
訴
権
及
び
私
訴
権
の
時
効

は
、
そ
れ
が
既
遂
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
後
に
、
こ
の
間

に
い
か
な
る
有
罪
宣
告
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
時
効
と
な
る
。

第
一
審
の
終
局
判
決
が
あ
る
場
合
、
公
訴
権
及
び
私
訴
権
は
、
控

訴
状
の
送
達
か
ら
起
算
し
て
一
年
の
後
に
し
か
、
時
効
と
な
ら
な
い
。

○
第
九
六
条

刑
の
執
行
は
、
次
の
よ
う
に
時
効
と
な
る
。

一

死
刑
、
無
期
懲
役
、
五
年
を
超
え
る
懲
役
又
は
禁
錮
、
流
刑
に

つ
い
て
は
、
二
〇
年
。
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二

二
年
以
上
五
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
、
一
〇
年
。

三

二
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
、
二
〇
〇
フ
ラ
ン
を
超
え
る
罰
金

及
び
労
働
施
設
収
容
に
つ
い
て
は
、
五
年
。

四

警
察
拘
禁
、
二
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
、
特
別
没
収
及
び
判

決
の
広
告
に
つ
い
て
は
、
一
年
。

○
第
九
七
条

｜
｜
刑
の
時
効
は
、
有
罪
宣
告
が
確
定
し
た
日
か
ら

進
行
を
始
め
る
。

脱
獄
又
は
仮
釈
放
の
取
消
し
の
場
合
、
期
間
は
脱
獄
又
は
取
消
し

の
と
き
か
ら
進
行
す
る
。

○
第
九
八
条

｜
｜
時
効
の
期
間
は
、
訴
追
又
は
刑
の
執
行
が
法
律

に
よ
り
停
止
さ
れ
て
い
る
間
は
、
進
行
し
な
い
。

○
第
九
九
条

｜
｜
時
効
は
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
領
外
で
行
わ
れ
た

場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
宣
告
者
の
逮
捕
に
よ
り
中
断
さ
れ
る
。

第
一
一
章

復
権

○
第
一
〇
〇
条

｜
｜
重
罪
刑
又
は
軽
罪
刑
を
宣
告
さ
れ
、
そ
の
刑

を
受
刑
し
た
者
、
又
は
恩
赦
状
を
得
た
者
は
、
復
権
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
一
〇
一
条

｜
｜
重
罪
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
復
権
の

請
求
は
、
釈
放
の
日
か
ら
五
年
後
に
し
か
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。軽

罪
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
期
間
は
三
年
に
短

縮
さ
れ
る
。

第
一
〇
二
条

｜
｜
重
罪
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
五
年
間
同
一
の

郡
に
、
か
つ
最
後
の
二
年
間
同
一
の
市
町
村
に
居
住
し
た
の
で
な
け

れ
ば
、
復
権
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

軽
罪
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
は
、
三
年
間
同
一
の
郡
に
、
か
つ
最
後

の
二
年
間
同
一
の
市
町
村
に
居
住
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
復
権
の
申

請
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
期
間
の
全
部
又
は
一
部
を
軍
隊
の
下
で
経
過
し
た
被
宣
告
者
、

又
は
、
そ
の
職
業
に
よ
り
、
定
ま
っ
た
住
居
と
両
立
し
な
い
移
動
を

強
い
ら
れ
た
被
宣
告
者
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
軍
隊
の
長
に

よ
る
し
か
る
べ
き
証
言
書
（a

ttesta
tio
n
s

）
に
よ
り
、
後
者
に
つ

い
て
は
、
そ
の
善
行
を
確
証
す
る
経
営
者
又
は
行
政
の
長
に
よ
る
証

明
書
（certifica

ts

）
に
よ
り
、
正
当
化
さ
れ
る
場
合
は
、
前
二
項

の
条
件
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
ら
の
証
言
書
又
は
証
明
書
は
、
第
一
〇
五
条
の
条
件
に
お
い

て
交
付
さ
れ
る
。

第
一
〇
三
条

｜
｜
被
宣
告
者
は
、
復
権
の
申
請
を
郡
の
共
和
国
検

事
に
送
付
し
、
次
の
事
項
を
知
ら
せ
る
。

一

有
罪
宣
告
の
日
付
。

二

釈
放
後
、
第
一
〇
一
条
に
定
め
ら
れ
る
よ
り
も
長
い
期
間
が
経

過
し
て
い
る
場
合
は
、
釈
放
以
降
に
居
住
し
て
い
た
場
所
。

第
一
〇
四
条

｜
｜
前
条
の
者
は
、
時
効
の
場
合
を
除
き
、
訴
訟
費

用
、
罰
金
及
び
損
害
賠
償
の
支
払
い
又
は
行
わ
れ
た
債
務
免
除
を
証

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
証
明
が
な
い
場
合
、
こ
の
者
は
、
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

滞
納
留
置
を
一
定
期
間
受
け
た
と
い
う
こ
と
、
又
は
損
害
を
受
け
た

当
事
者
が
こ
の
執
行
方
法
を
放
棄
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

詐
欺
破
産
罪
に
つ
い
て
有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
の
場
合
、
こ
の
者

は
、
元
本
、
利
子
及
び
費
用
か
ら
な
る
破
産
に
よ
る
負
債
の
弁
済
、

又
は
行
わ
れ
た
債
務
免
除
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
申
請
者
が
、
訴
訟
費
用
の
支
払
い
が
で
き
な
い
こ
と
を

証
明
す
る
と
き
は
、
法
院
は
、
こ
の
費
用
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
、

又
は
そ
の
一
部
し
か
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
復
権

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

連
帯
債
務
を
宣
告
す
る
場
合
、
法
院
は
、
申
請
者
に
よ
り
支
払
わ

れ
る
べ
き
訴
訟
費
用
、
損
害
賠
償
又
は
負
債
の
部
分
を
確
定
す
る
。

損
害
を
受
け
た
当
事
者
を
捜
し
出
せ
な
い
、
又
は
こ
の
者
が
受
取

り
を
拒
む
場
合
、
こ
の
者
は
、
民
事
訴
訟
法
典
第
八
一
二
条
以
下
の

形
式
に
お
い
て
、
支
払
わ
れ
る
べ
き
金
額
を
預
金
供
託
金
庫
に
寄
託

す
る
。
五
年
の
期
間
内
に
、
当
事
者
が
預
け
ら
れ
た
金
額
を
受
け
取

る
た
め
に
現
れ
な
い
場
合
、
こ
の
金
額
は
、
単
な
る
請
求
に
基
づ
き
、

寄
託
者
に
返
還
さ
れ
る
。

第
一
〇
五
条

｜
｜
共
和
国
検
事
は
、
被
宣
告
者
の
居
住
す
る
市
町

村
の
長
に
、
以
下
の
事
項
を
記
載
し
た
証
言
書
を
作
成
さ
せ
る
。

一

居
住
の
開
始
日
及
び
終
了
日
の
表
示
を
付
し
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の

市
町
村
に
お
け
る
居
住
期
間
。

二

そ
の
滞
在
期
間
の
行
動
。

三

同
期
間
の
生
活
手
段
。

こ
れ
ら
の
証
言
書
は
、
そ
れ
が
復
権
申
請
の
評
価
に
用
い
ら
れ
る

た
め
に
作
成
さ
れ
た
旨
の
、
明
示
的
な
言
及
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

加
え
て
、
共
和
国
検
事
は
、
被
宣
告
者
の
居
住
す
る
小
郡
の
治
安
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判
事
及
び
郡
の
副
知
事
の
意
見
を
聴
取
す
る
。

第
一
〇
六
条

｜
｜
共
和
国
検
事
は
、
次
の
書
類
の
交
付
を
受
け
る
。

一

有
罪
判
決
の
謄
本
。

二

被
宣
告
者
の
行
動
を
証
明
す
る
、
受
刑
し
た
収
容
地
の
記
録
の

抄
本
。

共
和
国
検
事
は
、
自
ら
の
意
見
を
付
し
て
、
書
類
を
法
院
検
事
長

に
送
付
す
る
。

第
一
〇
七
条

｜
｜
被
宣
告
者
の
居
住
す
る
管
轄
区
の
法
院
は
、
申

請
を
係
属
す
る
。
書
類
は
、
法
院
検
事
長
の
管
理
に
よ
り
、
こ
の
裁

判
所
の
書
記
課
に
提
出
さ
れ
る
。

第
一
〇
八
条

｜
｜
提
出
の
二
月
以
内
に
、
案
件
は
重
罪
公
訴
部
に

報
告
さ
れ
る
。
法
院
検
事
長
は
、
理
由
を
付
し
た
書
面
に
よ
る
意
見

を
提
出
す
る
。

検
察
官
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
六
月
を
超
え
る
遅
滞
を
生
じ

さ
せ
な
い
限
り
、
新
た
な
証
拠
調
べ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
法

院
は
職
権
で
こ
れ
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
〇
九
条

｜
｜
法
院
、
法
院
検
事
長
及
び
当
事
者
又
は
そ
の
同

意
を
得
た
弁
護
士
は
、
請
求
に
つ
い
て
裁
定
す
る
。

第
一
一
〇
条

｜
｜
請
求
が
拒
絶
さ
れ
た
場
合
、
新
た
な
請
求
は
、

二
年
の
期
間
の
満
了
後
に
し
か
、
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
一
一
一
条

｜
｜
復
権
が
言
い
渡
さ
れ
る
場
合
、
有
罪
判
決
の
原

本
の
余
白
に
記
載
す
る
た
め
、
復
権
の
判
決
の
抄
本
が
、
法
院
検
事

長
に
よ
り
、
有
罪
宣
告
を
言
い
渡
し
た
法
院
又
は
裁
判
所
に
送
付
さ

れ
る
。
こ
の
記
載
は
、
前
科
簿
に
も
行
わ
れ
る
。
当
事
者
に
交
付
さ

れ
る
抄
本
に
は
、
有
罪
宣
告
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

復
権
者
は
、
復
権
の
原
本
及
び
前
科
簿
の
謄
本
を
、
無
料
で
交
付

さ
れ
る
。

第
一
一
二
条

｜
｜
復
権
は
、
有
罪
宣
告
を
消
滅
さ
せ
、
そ
こ
か
ら

生
じ
る
す
べ
て
の
無
能
力
を
、
将
来
に
向
か
っ
て
終
わ
ら
せ
る
。

商
法
典
第
六
一
二
条
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ
た
権
利
制
限
は
、
前
記

の
規
定
と
し
て
得
ら
れ
た
復
権
の
妨
げ
と
な
る
こ
と
な
く
、
維
持
さ

れ
る
。

法
律
上
の
再
犯
の
状
態
に
あ
る
者
が
、
復
権
を
得
た
後
で
、
新
た

な
有
罪
宣
告
を
下
さ
れ
た
場
合
は
、
釈
放
か
ら
一
〇
年
の
期
間
の
経

過
後
に
し
か
、
前
記
の
規
定
の
恩
典
を
認
め
ら
れ
な
い
。
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た
だ
し
、
い
か
な
る
重
罪
刑
を
も
そ
れ
ま
で
受
け
な
か
っ
た
再
犯

者
、
及
び
軽
罪
刑
の
宣
告
し
か
下
さ
れ
な
か
っ
た
復
権
者
は
、
釈
放

か
ら
六
年
の
経
過
後
に
、
前
記
の
規
定
の
恩
典
を
認
め
ら
れ
る
。
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生
夫
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇

年
〕

二
）』

信
山
社
、
一
九
九
三
）
五

九
頁
〔
吉
井
蒼
生
夫
〕
お

よ
び
三
一

四
四
頁
。

３
）

三
田
奈
穂
「
明
治
三
八
年
『
刑
ノ
執
行
猶
予
ニ
関
ス
ル
法
律
』

法
律
第
七
〇
号
）
に
つ
い
て
」
成
蹊
八
一
号
（
二
〇
一
四
）
一
八

頁
。

４
）

内
田
他
・
前
掲
注

２
）一
三
頁
〔
山
火
正
則
〕。

５
）

A
.
L
E
 
P
O
IT
T
E
V
IN
,
L
e p

ro
jet d

e refo
rm
e d

u co
d
e

 
p
en
a
l
(P
a
rtie g

en
era

le),
R
ev
.
p
en
it.
1893,

p
p
.
151

187.

６
）

J.
C
H
A
M
P
C
O
M
M
U
N
A
L
,
E
x
a
m
en critiq

u
e et co

m
-

p
a
re
d
u p

ro
jet d

e refo
rm
e d
u co

d
e p
en
a
l fra

n
ça
is
(P
a
rtie

 
g
en
era

le),
1896.

７
）

A
lfred G

A
U
T
IE
R
,
D
eu
x p

ro
jets L

a refo
rm
e p

en
a
le

 
en F

ra
n
ce et S

u
isse,

R
ev
u
e p

en
a
le su

isse
( ＝
Z
eitsch

rift
 

fu
r S

ch
w
eizer S

tra
frech

t)
1894,

p
p
.
44

117.

８
）

D
ecret in

stitu
a
n
t u
n
e co

m
m
issio

n ch
a
rg
ee d

e p
rep

a
r-

er la rev
isio

n d
e la leg

isla
tio
n p

en
a
le,

R
ev
.
p
en
it.
1887,

p
p
.
328

334.

９
）

V
icto

r M
O
L
IN
IE
R
(a
n
n
o
te

p
a
r G

eo
rg
es V

ID
A
L
),

T
ra
ite

th
eo
riq
u
e et p

ra
tiq
u
e d

e d
ro
it p

en
a
l,
t.
1,
1893,

p
.

X
V
II.

10
）

G
A
U
T
IE
R
,
o
p
.
cit.

(n
o
te 7),

p
.
44 n

o
te 1.

そ
れ
ゆ
え
、

G
A
U
T
IE
R

は
報
告
を
入
手
し
て
い
な
い
と
自
ら
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、L

E
 
P
O
IT
T
E
V
IN

とC
H
A
M
P
C
O
M
M
U
N
A
L

は
報
告
を
引
用
し
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
、
報
告
は
何
ら
か
の
か

た
ち
で
公
表
さ
れ
て
い
た
。

11
）

本
草
案
前
後
の
立
法
・
法
律
改
正
状
況
に
つ
い
て
は
、
上
野
芳

久
「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
改
正
の
歴
史
」
相
模
工
業
大
学
紀
要
二
一
巻
一

号
（
一
九
八
七
）
五
八

五
九
頁
参
照
。

12
）

森
下
忠
「
フ
ラ
ン
ス
」
平
場
安
治
‖
平
野
龍
一
編
『
刑
法
改
正

の
研
究
一

概
論
・
総
則
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
）
一
二

一
頁
。

13
）

JO
 
1885,

p
.
2721.

14
）

流
刑
に
つ
い
て
は
、
吉
川
経
夫
『
吉
川
経
夫
著
作
選
集
第
三
巻

保
安
処
分
立
法
の
諸
問
題
』

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
一
）
一
一

一

四
頁
お
よ
び
木
村
亀
二
『
刑
事
政
策
の
諸
問
題
』

有
斐
閣
、
一
九

三
三
）
二
七
二

二
八
〇
頁
参
照
。

15
）

JO
 
1891,

p
.
1433.

16
）

草
案
段
階
を
含
め
た
検
討
と
し
て
、
樋
口
亮
介
「
フ
ラ
ン
ス
に
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お
け
る
猶
予
制
度
」
論
ジ
ュ
リ
一
四
号
（
二
〇
一
五
）
三
四

三
六

頁
参
照
。

17
）

C
H
A
M
P
C
P
M
M
U
N
A
L
,
o
p
.
cit.

(n
o
te 6),

p
.
91.

18
）

G
A
U
T
IE
R
,
o
p
.
cit.

(n
o
te 7),

p
p
.
45

48.

19
）

R
a
y
m
o
n
d
 
S
A
L
E
IL
L
E
S
,
L
’
in
d
iv
id
u
a
lisa

tio
n
 
d
e
 
la

 
p
ein
e,
1898,

p
p
.
194

195.

20
）

F
ra
n
z v
o
n L

IS
Z
T
,
B
ed
in
g
te V

eru
rteilu

n
g u

n
d b

ed
in
-

g
te
 
B
eg
n
a
d
ig
u
n
g
,
in
:
V
erg

leich
en
d
e
 
D
a
rstellu

n
g
 
d
es

 
D
eu
tsch

en u
n
d A

u
sla
n
d
isch

en S
tra
frech

ts,
B
d
.
3,
1908,

S
.

27.

21
）

第
三
〇
条
の
参
照
条
文
（
内
田
他
・
前
掲
注

２
）三
六
頁
）。

22
）

第
六
三
条
の
参
照
条
文
（
内
田
他
・
前
掲
注

２
）四
二
頁
）。

【
付
記
】
本
研
究
は
、
二
〇
一
七
年
度
末
延
財
団
研
究
会
助
成
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
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